
 

にいがた食の安全・安心基本計画改定原案からの主な修正箇所 

 

○ 「にいがた食の安全インフォメーション」食中毒に関する情報ページについ

ての補足説明（本文 25 ページ） 

  

 施策７の取組指標である『県ホームページ「にいがた食の安全インフォメーシ

ョン」食中毒に関する情報ページの年間閲覧数』についてですが、食中毒情報に

関するトップページを経由せずに、個別の食中毒関連情報のページを閲覧する

方も想定されるため、指標とする閲覧数には、食中毒情報に関するトップページ

のほか、各種食中毒予防強化期間などのページの閲覧数も含まれる旨の補足説

明を追記いたしました。 

 具体的には、以下の６ページの年間閲覧数を合算することとし、今後の啓発を

通じて、これらのページの閲覧数を増やしていくことを目標といたします。 

 

No. ページ名 QR コード 

1 食中毒に関する情報（トップぺージ） 
 

2 カンピロバクター食中毒予防強化期間 
 

3 腸管出血性大腸菌 
 

4 ノロウイルスによる感染性胃腸炎・食中毒情報 
 

5 毒きのこによる食中毒情報 
 

6 有毒植物による食中毒情報 
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